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ライセンス制実施海域

北海道北海道

の
方
が
訪
れ
る
確
定
申
告
会
場
で

は
な
く
、
ご
自
宅
で
の
申
告
書
の

作
成
・
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

江
差
税
務
署

　
☎
０
１
３
９
・
５
２
・
０
０
７
８

（
代
表
）

周 知

知
っ
て
い
ま
す
か
？

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

　

令
和
５
年
10
月
か
ら
消
費
税
の

仕
入
税
額
控
除
の
方
式
と
し
て
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
（
適
格
請
求
書

等
保
存
方
式
）
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
（
適
格
請
求
書
）

と
は
、
売
手
が
買
手
に
対
し
正
確

な
適
用
税
率
や
消
費
税
額
な
ど
を

伝
え
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
一

定
の
事
項
が
記
載
さ
れ
た
請
求
書

や
納
品
書
な
ど
を
い
い
ま
す
。

　

買
手
は
、
仕
入
税
額
控
除
の
要

件
と
し
て
、
原
則
、
売
手
か
ら
交

付
を
受
け
た
イ
ン
ボ
イ
ス
を
保
存

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

売
手
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付

す
る
た
め
に
は
、
事
前
に
イ
ン
ボ

イ
ス
発
行
事
業
者
（
適
格
請
求
書

発
行
事
業
者
）
の
登
録
申
請
が
必

要
で
す
。

　

な
お
、
制
度
開
始
時
に
イ
ン
ボ

イ
ス
発
行
事
業
者
と
な
る
た
め
に

は
、
原
則
、
令
和
５
年
３
月
31
日

ま
で
に
登
録
申
請
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
登
録
を
予
定
さ
れ
て
い
る

方
は
、
お
早
め
に
申
請
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
税
務
署
で
は
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た

め
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
を

開
催
し
て
い
ま
す
。
ご
希
望
の
方

は
、
電
話
な
ど
で
事
前
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

江
差
税
務
署

　
☎
０
１
３
９
・
５
２
・
６
０
１
１

（
直
通
）

周知

江
差
税
務
署
か
ら
お
知
ら
せ

■�

国
税
の
納
付
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
納
付
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
！

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
を
利
用

す
れ
ば
、
確
定
申
告
期
な
ど
の
窓

口
が
混
雑
す
る
時
期
に
、
金
融
機

関
や
税
務
署
に
行
か
ず
に
国
税
の

納
付
が
で
き
ま
す
。

◇
振
替
納
税

　

事
前
に
税
務
署
ま
た
は
金
融
機

関
に
届
け
出
る
こ
と
で
、
振
替
日

に
預
貯
金
口
座
か
ら
自
動
的
に
納

付
で
き
、
一
度
届
出
を
行
え
ば
継

続
し
て
ご
利
用
で
き
ま
す
。

◇
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

　
「
国
税
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
お

支
払
サ
イ
ト
」
に
ア
ク
セ
ス
し
、

必
要
事
項
を
入
力
す
る
だ
け
で
納

付
で
き
、
事
前
の
届
出
は
不
要
で

す
。
納
付
税
額
に
応
じ
た
決
済
手

数
料
が
か
か
り
ま
す
。

◇
そ
の
他
の
納
付
手
段

　

ス
マ
ホ
ア
プ
リ
納
付
・
電
子
納

税
な
ど
ご
自
身
に
あ
っ
た
納
付
手

段
を
選
択
で
き
ま
す
。

■�

オ
ン
ラ
イ
ン
を
活
用
し
て
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
！

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、

所
得
税
・
消
費
税
・
贈
与
税
の

申
告
書
を
作
成
し
、
ｅ
−Ｔ
ａ
ｘ

（
電
子
申
告
）
な
ど
で
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

特
に
、
税
務
署
で
は
、
来
署
せ

ず
に
申
告
手
続
き
が
完
了
す
る
、

簡
単
便
利
な
「
ス
マ
ホ
申
告
」
を

推
進
し
て
い
ま
す
。

　

感
染
防
止
の
観
点
か
ら
、
多
く

周 知

ス
キ
ー
・
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
教
室
の
ご
案
内

■
日　

程

「
ス
キ
ー
教
室
」

第
１
期
（
６
回
）

　

�

１
月
10
日
～
27
日
ま
で
の
毎
週

火
・
金
曜
日

第
２
期
（
６
回
）

　

�

２
月
７
日
～
24
日
ま
で
の
毎
週

火
・
金
曜
日

「
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
教
室
」（
６
回
）

　

�

１
月
11
日
～
２
月
15
日
ま
で
の

毎
週
水
曜
日

※
日
程
な
ど
は
変
更
の
場
合
あ
り

■
時　

間　
19
時
15
分
～
20
時
45
分

■
場　

所　

町
民
ス
キ
ー
場

■
受
講
料　
６
回
分　

５
、
0
0
0
円

　

回
数
券
（
１
回
分
）

　

・
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
指
導
付
き

　
　

２
、
0
0
0
円

　

・
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
指
導
無
し

　
　

１
、
0
0
0
円

■
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

上
ノ
国
町
ス
キ
ー
連
盟

　

事
務
局
福
士
ま
で

　
☎
０
９
０
・
３
４
６
８
・
８
４
０
７

周 知

ど
ん
ど
焼
き
の
際
は

ビ
ニ
ー
ル
・
プ
ラ
の
分
別
を

　

今
年
も
各
地
区
の
神
社
で
「
ど

ん
ど
焼
き
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

正
月
飾
り
や
お
神
札
類
な
ど
を

持
ち
寄
っ
て
焼
く
「
ど
ん
ど
焼
き
」

で
す
が
、
燃
や
す
と
環
境
に
悪
影

響
を
与
え
る
ビ
ニ
ー
ル
や
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
が
分
別
さ
れ
ず
に
持
ち
込

ま
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。

　

正
月
飾
り
な
ど
を
持
ち
込
む
際

に
は
き
ち
ん
と
分
別
し
、
木
と
紙

の
み
に
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

各
地
区
の
ど
ん
ど
焼
き
の
日
程
、

場
所
に
つ
い
て
は
、
各
町
内
会

ま
た
は
神
社
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

住
民
課 

住
民
環
境
グ
ル
ー
プ

1月号

さくらますの船釣りにはライセンスが必要です
檜山管内さくらます船釣りライセンス制

１．実施海域
　　檜山振興局管内地先海域（八雲町熊石地区地先も含む）
２．制限期間
　　令和５年１月10日㈫～５月21日㈰

マイナポイント
第２弾
始まっています

マイナポイント第２弾の申請は令和５年２月末まで
にマイナンバーカードを申請した方が対象です！
詳しくは総務省ホームページをご確認ください。

漁獲時間 日の出から日没まで
ただし、漁業を除く漁具漁法 釣り竿制限　１人１本

釣果尾数 1人１日　10尾以内
釣果尾数の報告

協 議 金
協 力 金

遊漁専業・兼業船 25,000円
プレジャーボート 7,000円
漁業専業者 3,000円

問
い
合
わ
せ
先

①檜山海区漁業調整委員会事務局� ☎0139－52－6556
②檜山管内さくらます船釣りライセンス実施協議会
　（ひやま漁協協同組合本所）� ☎0139－62－3300
③ひやま漁業協同組合上ノ国支所� ☎0139－58－5211


